
新 旧 対 照 表

（新） （旧）

高知県緑化促進事業事務取扱要領

第１から第７（略）

附 則

１ この要領は令和５年７月 25 日から施行する。

２ この要領は、令和８年５月 31 日限りその効力を失う。ただし、この要領に基づき交付

された補助金については、第５の３及び第６の規定は、同日以降もなおその効力を有す

る。

附 則

この要領は令和６年５月 22 日から施行する。

附 則

この要領は令和７年３月 25 日から施行する。

別記

高知県緑化促進事業審査基準

２．採択の方法と優先順位の評価

知事は、１の審査により、採択に適していると判断された事業について、優先順位の高い

ものから予算の範囲内で採択する。優先順位は、次の①から⑤までの観点から知事が決定す

るものとし、別途定める採点表に基づく評価点が高いものから順に、全ての事業について順

位をつける。

①展示効果 (配点：20 点)

事業による緑化の実施場所が、どれだけ多くの県民の目に触れる計画であるか、また、

郷土樹種を利用していることを周知する取組がなされているかを評価する。(利用者数/

年間 及び 植栽した樹種の周知状況)

②緑化効果 (配点：20 点)

事業による緑化の程度が、県民にどれだけ強い印象を与えられる計画であるかを評価す

る。(植樹本数又は緑化率)

③維持管理計画 (配点：20 点)

事業によって緑化された後の維持管理について、樹種の選定や配置、長期間にわたって

県民に親しみを持っていただけるようどれだけ工夫されている計画であるかを評価す

る。(維持管理への工夫)

④県民の参画 (配点：20 点)

事業実施にあたり、県民が主体的に関わることができるようどれだけ工夫されている計

画であるかを評価する。(参画人数)

⑤森林環境税の周知 (配点：20 点)

事業の財源である森林環境税について、どれだけ強く県民に周知できる計画であるかを

評価する。(表示方法及び面積)
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